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【審査基準】 ・文書の名称【                   】 

       ・掲載図書等【                   】 

       ・内 容  ■全部記載  □一部・項目のみ記載 

 

 施設の使用許可は、大津市立少年自然の家の管理運営に関する規則第３条に規定する使用者の

範囲に該当し、かつ、同規則第５条第２項に規定する使用不許可の事由に該当しないことを基準

とする。 

 規則第３条各号の使用者の範囲は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりと

する。 

（１）義務教育諸学校の児童又は生徒 

    「義務教育諸学校」とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等

教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 

（２）少年団体の指導育成に当たる者 

  ア 少年を主たる構成員とするスポーツ・文化活動等の団体に属する指導者 

イ アの団体に対する指導育成に従事する者 

（３）その他所長が適当と認めたもの 

  ア 森林環境学習「やまのこ」事業で利用する者 

 イ 前２号に類する者で、使用者として適当であると所長が認めたものをいう。ただし、団

体の構成員による使用にあっては、当該団体の設置趣旨・目的に「少年の健全育成（大津

市立少年自然の家条例第１条に定める「明るくたくましい少年の育成」をいう。）」が含

まれる場合に限る。 

 

なお、同規則第５条第２項第３号に規定する「その他所長において適当でないと認めるとき」

とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 

（１）宿泊を伴わない利用であるとき。 

（２）使用人数が６人に満たないとき。（市立小中学校の事業又は森林環境学習「やまのこ」事

業で利用する場合を除く。） 

（３）引率責任者が成人でないとき。 

（４）宗教活動・政治活動を主な目的とする活動を行うとき。 

  宗教活動：特定の宗教の援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような目的を有するもの

と認められるものをいう。 

  政治活動：特定の政党や政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するような党派的

政治目的を有するものと認められるものをいう。ただし、公職選挙法その他法令に定めの

ある場合を除く。 

（５）営利を目的とする活動を行うとき。 

   参加者から徴収する費用の額が、次に掲げる経費の合計額を上回ることが明らかである場



合をいう。 

ア 利用に要する経費（施設使用料、備品使用料、教材費及び施設が提供する食事の費用） 

イ 施設までの往復の旅費相当額 

ウ 傷害等の保険加入に係る費用 

エ アからウまでに掲げるほか、参加者が負担することが妥当であると所長が認めた費用。

ただし、引率者の人件費は除く。 

（６）宿泊のみを目的とし、野外活動を取り入れないとき。 

 

【根拠法令】大津市立少年自然の家条例 

(使用の許可) 

第４条 少年自然の家を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、使用の許可を受けなけ

ればならない。 

 

【基準法令】大津市立少年自然の家の管理運営に関する規則 

(使用者の範囲) 

第３条 少年自然の家を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(1) 義務教育諸学校の児童又は生徒 

(2) 少年団体の指導育成に当たる者 

(3) その他所長が適当と認めたもの 

(使用の制限) 

第５条 所長は、少年自然の家の管理上必要があると認めるときは、前条の使用許可について、

必要な条件を付すことができる。 

２ 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、少年自然の家の使用を許可しない。 

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) その他所長において適当でないと認めるとき。 

 

 ※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書

等の縦覧をもって代えることができる。 


